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１ 総 則 

本要求水準書は、長野県企業局（以下「県」という。）が発注する「美和発電所大規模改

修工事に伴う地域共生促進事業」（以下「本事業」という。）に関し、本事業の基本的な内容

及び県が事業者に対して求める要求等について定めたものである。なお、本事業の仕様は、

本要求水準書を基本とするが、事業者の技術提案書の内容が本要求水準書に定める水準を

超える場合には、その限りにおいて事業者の技術提案書が本要求水準書に優先するものと

する。 

 

２ 事業概要 

(1) 事業名称 

令和６年度 美和発電所大規模改修工事に伴う地域共生促進事業 

 

(2) 事業対象地 

伊那市長谷非持 

 

(3) 事業の目的 

本事業は産業遺産として価値がある撤去した水車発電機を展示することで、学び・研

修の場等に活用されることを目的とする。 

 

(4) 計画概要 

ア 展示機器 

本事業は美和ダム（国土交通省管理）の敷地に撤去した水車発電機を立軸に展示す

るものである。展示する機器は下図に示す。 

 

図－2.1 展示機器一覧表 
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イ 展示場所 

展示場所は美和ダム（国土交通省管理）敷地の管理棟脇である。現在設置されてい

る美和ダム施設の屋外トイレは撤去とし、看板は移設とする。移設先及び工事に伴い

撤去した舗装・インターロッキング等の復旧方法は美和ダムと協議し決定する。また、

展示物設置に際しては、美和ダム管理棟やダム堤体の遮水壁等に影響が無いように

施工が必要である。 

 

図－2.2 展示機器一覧表 

 

(5) 本事業のコンセプト 

ア 「さわって学べる」施設 

水力発電の仕組みを学べ、再生可能エネルギーに興味関心を持てる施設を整備す

る。 

イ 観光名所、研修・学習の場 

美和ダムは一般開放されているため、水力発電設備を展示することで観光と環境

学習への活用を目指す。 
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ウ 環境に配慮された設備 

周辺住民に設備の設置に関する理解を得るため、景観等に配慮した設備であるこ

と。 

 

(6) 事業範囲（特記事項） 

本事業の対象範囲は下記のとおりとする。 

ア 申請・届出 

(ｱ) 申請・届出、関係法令の諸手続きに必要な資料は受注者が作成し、関係機関協議につ

いて県の補助を行う。 

(ｲ) 関係法令の諸手続きに伴う負担金等の支払いは県が行う。 

イ 展示物製作 

撤去品展示物の塗膜にはＰＣＢ等の含有が確認されているため、ケレンを行う場合の低濃

度ＰＣＢ廃棄物の収集運搬、処理は県が別途契約にて実施する。 

 

(7) 工期 

契約日の翌日から令和８年１月 27日まで 

 

(8) 費用の上限額 

9,680万円（税込） 

 

(9) 補助事業 

本事業は経済産業省が定めた水力発電導入加速化事業費要綱第３条に基づく国庫補

助金の公的資金を財源とした補助金の交付が採択されている。 

ア 契約書等 

契約締結後、補助金申請機関へ契約書・見積書・実施体制図等の必要書類を送付す

る必要があるため、発注者の求めに応じ速やかに提出すること。 

イ 補助金対象外の作業 

本事業は補助金対象外の作業項目が含まれているため、契約額の内訳は補助対象

と対象外が判別可能な内訳書とすること。下記の作業項目を対象外として想定して

いるが、詳細は発注者と協議の上、決定する。 

対象外作業項目：展示品設置場所周辺の看板移設や設備等の復旧工事 

ウ 施工計画 

本事業は令和７年度までの複数年補助事業となり、予め各年度の施工計画を申請

済であるため、下記の事業スケジュールに基づき施工するものとする。 
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表－2.1 事業スケジュール 

 

エ 出来形 

下記の年度ごと指定の出来形を完了し、中間検査または竣工検査を受けること。 

・令和６年度 

現地整備（屋外トイレの撤去、看板の移設） 

・令和７年度 

調査・設計、撤去品塗膜除去、撤去品製作加工、展示物設置・塗装、展示物設

置場所周辺現況復旧 

オ 実績報告書 

当該補助事業に関する検査、必要な書類等の作成等については協力すること。 

 

(10) 本事業全般に関する要求事項 

ア 美和ダムとの協議、調整 

本事業に伴う協議、調整は県が行うが、事業者は手続きに必要な書類の作成をする

＜令和６年度＞

事前協議等

入札/見積～契約

調査・設計

塗膜除去

製作加工

現地整備

設置、塗装

看板移設・現況復旧
【補助対象外】

検収・支払

実績報告書提出

＜令和７年度＞

事前協議等

入札/見積～契約

調査・設計

塗膜除去

製作加工

現地整備

設置、塗装

看板移設・現況復旧
【補助対象外】

検収・支払

実績報告書提出

3

項目
令和６年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

項目
令和７年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
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とともに、県の補助をすること。 

イ 河川法の申請手続き 

河川法についての手続きは県が行うが、事業者は必要な書類の作成をするととも

に、許可権者の了解のもとに協議に同席し県の補助をすること。 

ウ 環境対策に関する考え方 

関連法令に基づき、適切な対応を取るとともに、地元住民等に対する配慮を十分に行

うこと。なお、住民説明会等必要となった場合については、必要な資料の作成及び説明

会へ同席すること。 

エ 関連施設について 

美和ダム施設について、図-2.3 に示す。①に展示物設置することで美和ダムと合意

を得ているが、管理棟やダム堤体の遮水壁が周囲に存在するため、上記イの手続きが必

要である。本事業において施設等への影響等を調査し、展示物設置が可能であることを

示す根拠資料を作成すること。 

 

図－2.3 美和ダム（管理棟周辺平面図） 

 

３ 事業に関する要求事項 

(1) 施設に関する要求事項 

ア 共通項目 

(ｱ) コンセプトに基づき、地域に親しまれる施設であること。 

(ｲ) 展示物は運転時を再現すべく各機器を組合せた立軸で提案すること。 
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(ｳ) 耐震性能は、各種法令・基準・要領等を遵守するとともに、必要な耐震性能を確 

保すること。構造計算を行い必要に応じて補強を行うこと。 

(ｴ) 触れられる展示物をコンセプトにしている関係上、撤去品の加工等は安全を十

分考慮した提案とすること。 

(ｵ) 展示物は、極力雨水や落葉等が留まらない構造とし、冬季の降雪・凍結対策を十

分考慮すること。 

イ 撤去品展示物 

(ｱ) 水車発電機の構造を理解できる配置にすること。 

(ｲ) 展示物は可能な限りコンパクトにすること。 

(ｳ) 美和ダム管理棟に隣接して展示物を設置するため、管理棟３階の搬入口から美

和ダム設備の搬入等に支障とならない提案とすること。 

(ｴ) 展示物は堅固に固定し、転倒等により見学者に危険を及ぼさない提案とするこ

と。 

ウ 看板 

(ｱ) 水車発電機の仕組みを理解できる看板を制作し設置する。デザインは発注者と

協議し決定すること。 

(ｲ) 怪我等を防止する注意書きを明示すること。 

(ｳ) 展示施設の管理者を明示すること。 

 

(2) 調査・設計に関する要求事項 

事業者は、付属資料、既存調査結果等を確認のうえ、必要に応じて、本事業の遂行に

必要な測量調査、設備診断調査等（以下「各種調査」という。）を立案し、実施するこ

と。また、更新・改修・補修工事を行うために必要な設計業務を行うこと。 

設計業務においては、設備配置、各設備の構造検討、仮設備計画、設計計算、工程計

画、その他必要な設計を行い、設計図面を含む設計図書を作成すること。 

ア 申請・届出、関係法令の諸手続き 

本事業に関する下記の許認可または届出等の手続きに必要な書類作成を行い、県

の要請に応じて関係機関協議に同席すること。 

(ｱ) 河川法手続き 

(ｲ) 自然公園法手続き 

(ｳ) 建築確認（必要となる場合） 

(ｴ) その他事業に当たって必要な認可または届出等 

イ 調査・設計業務完了に係る提出書類 

受注者は、設計業務の完了時に県へ以下の書類等を提出し、承諾を得ること。提出

物に係る様式は、別途協議による。 

(ｱ) 各種調査報告書 
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(ｲ) 設計検討報告書 

(ｳ) 構造計算書 

(ｴ) 設計図面 

(ｵ) 要求性能確認報告書 

 

(3) 事業に関する要求事項 

受注者は、詳細設計内容に基づき、県の承認を得た上で工事を行い、事業者の責任に

おいて本事業対象施設の能力及び性能を確保すること。なお、施工において、対象施設

以外の施設を破損した場合は、施設管理者の承認を得て原形復旧すること。 

ア 事業開始に伴う要求 

(ｱ) 施工監理 

(ｲ) 本事業（関連工事を含む）に関わるトータルマネジメントを行う者を専任す    

ること。また、県監督員の業務の一部を委託した場合、業務受託者の指示に従う

こと。建築基準法に基づく施工監理は、事業者が行うこと。 

(ｳ) 近隣調整及び準備作業 

(ｴ) 受注者は、県と調整のうえ、着工に先立ち近隣との調整及び準備作業等を十分

に行い、事業の円滑な実施と近隣の理解、安全を確保すること。 

(ｵ) 事業期間中の仮設ヤード等の整備 

(ｶ) 事業期間中の現場事務所及び仮設ヤード等として美和ダム敷地内の使用を希望

する場合、事前に監督員に協議するとともに、美和ダムと協議結果を速やかに報

告すること。 

(ｷ) 本事業の実施にあたっては補助事業の実施期間中において、見やすい場所に補

助事業を実施している旨を記載した標識を提示すること。 

(ｸ) その他事項 

本事業に必要な電力、上下水道、通信等は、受注者の責任と費用によるものと

し、関係機関（電力会社、上下水道・通信事業者等）と契約し、これらを管理す

ること。また発動発電機等の仮設物類を設置する場合も、自ら調達し、管理する

こと。 

イ 事業完了に伴う要求 

(ｱ) 事業完了に係る提出書類 

事業者は、本事業の完成に際しては、土木工事共通仕様書（長野県建設部）に定

められたもののほか、下記の内容を含むしゅん工図書を提出すること。 

a 美和ダム管理支所が求める書類等 

 

(4) 遵守すべき法令・技術基準に関する要求事項 

受注者は、以下の関係法令、規程、要綱、基準、関係仕様書等の最新版が定める内 



8 

 

容を遵守すること。(ただし、海外規格を使用する場合やコストの低減や業務の効率化

が可能な場合で、あらかじめ受注者が要求内容の変更を県へ提案し、県の承認を得られ

たものは除く。この場合、受注者は、技術提案書の提出時に、要求内容の変更を求める

事項及びその変更が本事業の実施にあたり支障の生じないことを客観的に説明する資

料を提出すること。) 

 

４ その他 

(1) 秘密の保持 

受注者は、本事業により知り得た一切の情報を、第三者に開示、漏洩、又は本工事以

外の目的に使用してはならない。ただし、予め県の承諾を得た場合はこの限りではない。 


